
日
本
共
産
党
区
議
団
は
、
第
２
回
定

例
会
に
「
今
国
会
に
お
け
る
『
安
全
保

障
関
連
法
案
』
の
採
決
を
見
送
り
、
慎

重
な
審
議
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
」

と
「
横
田
基
地
へ
の
Ｃ
Ｖ
22
オ
ス
プ
レ

イ
の
配
備
撤
回
を
求
め
る
意
見
書
」

（
本
文
は
裏
面
）
を
提
案
し
ま
し
た
。

６
月
30
日
の
会
派
幹
事
長
会
で
審
議

さ
れ
ま
し
た
が
、
「
安
保
関
連
法
案
」

に
関
し
て
の
意
見
書
案
は
、
維
新
の
党

は
賛
成
し
た
も
の
の
自
民
、
公
明
、
民

主
ク
が
賛
同
し
な
か
っ
た
た
め
ま
と
ま

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

全
国
で
は
約
３
０
０
の
地
方
議
会
が

「
慎
重
」
「
反
対
」
の
意
見
書
を
衆
院

に
提
出
し
て
い
ま
す
。

「
横
田
基
地
へ
の
オ
ス
プ
レ
イ
配
備

撤
回
」
の
意
見
書
案
は
、
他
会
派
全
員

が
賛
同
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

各
幹
事
長
の
主
な
意
見
は
次
の
通
り

で
す
。
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守ろう！日本の宝「憲法九条」

周辺に住宅が密集する横田基地＝「平和新聞」より

・
自
民
党
（
磯
野
忠
幹
事
長
）
…
明
白
な
存
立
の
危
機
へ
の
必
要
最
小
限
度
。
憲

法
９
条
違
反
で
は
な
い
。

・
公
明
党
（
田
中
広
一
幹
事
長
）
…
日
本
を
取
り
巻
く
状
況
が
変
わ
っ
た
。
ミ
サ

イ
ル
、
国
籍
不
明
機
の
増
加
、
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
…
。
緊
張
と
脅
威
に
よ
っ
て
紛

争
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
抑
止
力
を
高
め
る
も
の
。
戦
争
を
起
こ
さ
せ
な
い
た

め
の
法
整
備
。
国
会
延
長
し
た
の
で
、
丁
寧
に
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
。

・
民
主
党
区
民
ク
ラ
ブ
（
渡
部
博
年
幹
事
長
）
…
安
保
関
連
法
案
に
は
、
民
主
党

と
し
て
は
反
対
。
共
産
党
の
案
に
は
若
干
の
り
き
れ
な
い
の
で
見
送
り
。

・
維
新
の
党
（
青
木
か
の
幹
事
長
）
…
文
面
を
何
回
も
読
ん
だ
。
事
実
に
基
づ
い

て
書
い
て
あ
る
。
賛
成
。

・
自
民
党
（
磯
野
幹
事
長
）
…
地
元
へ
の
最
大
の
配
慮
と
説
明
が
必
要
な
の
は
理

解
。
オ
ス
プ
レ
イ
は
即
応
性
が
あ
り
日
米
同
盟
の
対
処
力
を
向
上
さ
せ
る
。

・
公
明
党
（
田
中
幹
事
長
）
…
周
辺
自
治
体
の
不
安
は
認
識
。
日
米
合
意
を
し
て

い
る
。
国
が
し
っ
か
り
進
め
て
い
く
内
容
。
オ
ス
プ
レ
イ
は
人
道
支
援
に
重
要
。

・
民
主
党
区
民
ク
ラ
ブ
（
渡
部
幹
事
長
）
…
意
見
書
出
し
た
か
っ
た
。
共
産
党
の

内
容
と
は
違
う
の
で
見
送
り
。

・
維
新
の
党
（
青
木
幹
事
長
）
…
自
民
党
と
公
明
党
が
言
っ
て
い
た
内
容
と
同
じ

で
見
送
り
。
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ご
意
見
、
ご
要
望
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（３
５
３
６
ー
６
３
０
９
）

五
月
二
六
日
に
審
議
入
り
し
た

「
安
全
保
障
関
連
法
案
」
は
、
ど
の

世
論
調
査
を
み
て
も
、
法
案
に
「
反

対
」
し
、
今
国
会
で
の
成
立
に
「
反

対
」
す
る
声
が
、
「
賛
成
」
を
上
回

り
、
国
会
審
議
が
す
す
む
に
つ
れ
て

そ
の
差
は
広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
な
く
幅
広
い
国
民
の

運
動
が
、
全
国
各
地
で
す
す
ん
で
お

り
、
憲
法
擁
護
の
運
動
団
体
が
従
来

の
垣
根
を
越
え
て
の
共
同
が
広
が
り
、

日
弁
連
や
各
地
の
弁
護
士
会
が
活
発

な
運
動
を
展
開
し
、
憲
法
学
者
を
は

じ
め
多
く
の
知
識
人
が
反
対
を
表
明

す
る
と
と
も
に
、
保
守
層
や
改
憲
派

の
な
か
か
ら
も
反
対
の
声
が
次
つ
ぎ

と
あ
が
る
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
会
で
も
、
衆
議
院
憲
法
審
査
会

で
、
与
党
推
薦
の
参
考
人
を
含
め
、

参
考
人
と
し
て
招
致
さ
れ
た
３
人
の

憲
法
学
者
全
員
が
、
こ
の
法
案
に
つ

い
て
「
憲
法
に
違
反
す
る
」
と
の
意

見
表
明
を
行
う
と
い
う
劇
的
な
事
態

が
生
じ
て
い
ま
す
。

国
民
の
多
数
が
「
今
国
会
で
の
成

立
」
に
反
対
し
、
８
割
が
政
府
の
説

明
が
「
不
十
分
」
と
い
う
も
と
で
も
、

「
夏
ま
で
に
成
立
」
な
ど
と
、
法
案

を
強
行
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
民
主
主
義
を
真
っ
向
か
ら

否
定
す
る
暴
挙
で
す
。
ま
た
、
11
本

も
の
法
案
を
短
時
間
で
一
括
審
議
す

る
な
ど
、
国
会
で
の
ま
と
も
な
審
議

を
封
じ
よ
う
と
し
て
い
る
点
も
、
民

主
主
義
の
常
識
で
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
、
中
央
区
議
会
は
、
今
国

会
に
お
け
る
「
安
全
保
障
関
連
法
案
」

の
採
決
を
見
送
り
、
慎
重
な
審
議
の

継
続
を
求
め
ま
す
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
中
央
区
議
会
の
総
意

を
も
っ
て
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。

米
国
政
府
は
、
五
月
十
一
日
、
空
軍

の
垂
直
離
着
陸
輸
送
機
Ｃ
Ｖ
２
２
オ
ス

プ
レ
イ
を
、
二
〇
一
七
年
以
降
、
横
田

基
地
に
新
た
に
配
備
す
る
方
針
を
、
日

本
政
府
に
通
報
し
ま
し
た
。
オ
ス
プ
レ

イ
の
配
備
は
、
沖
縄
県
外
で
は
、
初
め

て
で
す
。

オ
ス
プ
レ
イ
は
、
開
発
段
階
か
ら
現

在
に
い
た
る
ま
で
、
墜
落
事
故
を
は
じ

め
と
し
た
事
故
が
相
次
い
で
い
ま
す
。

垂
直
方
向
と
水
平
方
向
へ
の
プ
ロ
ペ
ラ

を
切
り
替
え
る
飛
行
を
特
徴
と
し
て
い

る
た
め
に
転
換
モ
ー
ド
時
に
機
体
が
不

安
定
に
な
り
や
す
い
問
題
、
飛
行
中
に

エ
ン
ジ
ン
が
停
止
し
た
場
合
に
安
全
に

着
陸
で
き
る
「
自
動
回
転
」
機
能
が
な

い
問
題
な
ど
、
重
大
な
構
造
上
の
問
題

も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
米
海
兵
隊
の
Ｍ
Ｖ
22
オ
ス

プ
レ
イ
が
、
五
月
十
七
日
（
現
地
時
間
）
、

米
ハ
ワ
イ
州
・
オ
ア
フ
島
で
訓
練
中
に

着
陸
に
失
敗
し
、
乗
組
員
１
人
が
死
亡

し
、
21
人
が
病
院
に
搬
送
さ
れ
る
事
故

を
起
こ
し
ま
し
た
。

開
発
過
程
か
ら
数
多
く
の
深
刻
な
事

故
を
起
こ
し
て
き
た
オ
ス
プ
レ
イ
は
、

安
全
性
が
根
本
か
ら
疑
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
政
府
は
、
横
田
基
地
へ
の
Ｃ
Ｖ
22

オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
あ
た
っ
て
、
「
Ｍ

Ｖ
22
の
運
用
に
つ
い
て
、
そ
の
安
全
性

は
十
分
に
確
認
さ
れ
た
」
と
し
、
「
Ｃ

Ｖ
22
と
Ｍ
Ｖ
22
は
機
体
構
造
及
び
基
本

性
能
が
同
一
で
あ
り
、
安
全
性
に
つ
い

て
も
同
等
」
な
ど
と
説
明
し
て
き
ま
し

た
が
、
今
回
の
事
故
は
、
あ
ら
た
め
て
、

こ
の
よ
う
な
説
明
が
通
用
し
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
の
上
、
ハ
ワ
イ
で
の
着
陸
失
敗
事

故
に
つ
い
て
、
原
因
も
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
状
況
下
で
、
六
月
三
日
、
一

方
的
に
横
田
基
地
に
オ
ス
プ
レ
イ
が
飛

来
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
夜
間
訓
練
の

よ
う
な
危
険
な
訓
練
を
お
こ
な
っ
た
こ

と
は
、
都
民
の
生
命
、
安
全
と
住
環
境

を
守
る
と
い
う
点
で
も
、
地
方
自
治
体

の
意
思
を
尊
重
す
る
と
い
う
点
で
も
、

断
じ
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

す
で
に
一
昨
年
（
二
〇
一
三
年
・
平

成
二
十
五
年
）
七
月
に
、
横
田
基
地
周

辺
市
町
基
地
対
策
連
絡
会
の
構
成
市
町

長
で
あ
る
五
市
一
町
長
は
、
Ｃ
Ｖ
22
オ

ス
プ
レ
イ
の
横
田
基
地
配
備
撤
回
を
米

国
政
府
に
求
め
る
よ
う
、
国
に
要
請
し

て
い
ま
す
。

中
央
区
議
会
は
、
東
京
都
が
、
日
本

政
府
及
び
米
国
政
府
・
米
軍
に
対
し
て
、

Ｃ
Ｖ
22
オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
撤
回
を
断

固
と
し
た
姿
勢
で
求
め
る
よ
う
、
強
く

要
請
す
る
も
の
で
す
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
中
央
区
議
会
の
総
意
を
も
っ

て
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。


